
  

足 立 区 

足立区長定例記者会見 

平成２７年６月１７日（水） 午後２時００分～ 

足立区役所 南館８階 特別会議室 
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近年、水害が局地化、集中化、激甚化している中、平成２６年８月から国土交通省

荒川下流河川事務所が中心となり、足立区、北区、板橋区をモデルエリアとしてタイ

ムライン（事前防災行動計画）の試行案を検討し、平成２７年５月２５日に公表・運

用開始しました。 

このタイムライン（試行案）は、国、気象庁、警察、消防、東京都、各自治体、電

気、通信、鉄道事業者等関係者（２０機関、３７部局）が参加した全国初の本格的な

計画です。 

 

１ タイムライン(試行案)の運用   

① 今後は、 台風の発生後、東京管区気象台と荒川下流河川事務所は、その進路予想
等に応じて荒川下流タイムライン(試行案)の適用を協議します。 

② 荒川下流タイムライン(試行案)運用調整グループ(検討会座長、東京管区気象台、 

荒川下流河川事務所、東京都、足立区、北区、板橋区)は、適用すると決定され  

れば、関係機関へ連絡後運用が開始されます。 

 

台風接近時 住民避難に着目したタイムライン（試行案）（抜粋・詳細は別紙参照） 

何時(いつ) 行動（何を） 

防災行動項目全体の抜粋 足立区防災行動の抜粋 

120時間前 

～ 

(５日前) 

・荒川下流タイムライン適用の判断 

・台風発生情報の発表と伝達  

・今後の見通しに関する情報収集 

・対応状況の共有  

・防災資機材の確認、準備      

・荒川下流タイムライン適用の判 

 断 

・協力機関、連絡体制の確認 

・防災資機材の確認、準備 

72時間前 

～ 

(３日前) 

・地域への訪問者を減らす対策実施 

（概ね72時間前～24時間前） 

・台風情報の発表と伝達 

・荒川下流タイムライン運用 

・体制の構築、確認 

・学校等の休校、休園の検討 

48時間前 

～ 

(２日前) 

・河川水位・雨量の収集・確認(以降、 

随時継続） 

 

・地域外への避難実施 

（概ね48時間前～12時間前） 

・河川水位・雨量の収集・確認(以 

降、随時継続） 

・防災資機材の確認、準備 
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先を見越した防災へ！ 

全国初、荒川下流域タイムライン（試行案）の運用が始まります！ 

千住地域で試行 
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何時(い

つ) 

行動（何を） 

防災行動項目全体の抜粋 足立区防災行動の抜粋 

24時間前 

  ～ 

 

・鉄道の運行停止に係る手配・実施 

  （概ね24時間前～6時間前） 

・運行状況の利用者への周知 

 

・災害体制の確認、発令、移行 

12時間前 

  ～ 

・水防警報の発表、伝達、収集、確 

 認 

・洪水予報の伝達、収集確認 

 

・学校、福祉施設の休校・休園の

決定 

 

10時間前 

 ～ 

・洪水予報の伝達、収集確認 

・水防警報の発表、収集確認 

・災害体制の構築、確認 

・避難準備情報の発表・伝達 

・避難所の運営 

 

8時間前 

  ～ 

・洪水予報の伝達、収集確認 

 

・命を守る避難行動 

（概ね8時間前～2時間前） 

・河川水位、雨量の収集、確認 

6時間前 

  ～ 

・洪水予報の伝達、収集確認 

・気象情報の発表と伝達 

 

・早期避難勧告の発表 

5時間前 

 ～ 

・洪水予報の伝達、収集確認 

・体制の構築、確認 

 

・避難勧告の発表、伝達 

2時間前 

  ～ 

・氾濫発生に備えた対策 ・避難指示の発表 

・逃げ遅れた方への対応、垂直避

難の実施 

破堤 ・被害の確認・予測 

・記者発表の実施 

 

・広域支援・連携の要請（自衛隊

派遣要請、地方公共団体応援要

請） 

破堤1時間

後 

・氾濫拡大に対する対策 

 （応急・復旧対策の検討） 

 

・避難所の運営 

(生活物資の調達、救援物資の調

達、配布) 

破堤2時間

後 

・湛水（たんすい）長期化に対する 

対策 

・浸水域の縮小に伴う対策(保健、 

衛生対策の実施) 

・復旧作業のための基盤構築 

                 ※青字は引き続き検討が必要と思われる項目 

 

２ 



 

以下の項目は、６月８日に開催された太田国土交通大臣 

との意見交換会の中で説明しました。 

 

２ 区で今後取り組むべき課題 

荒川が氾濫した際に、区外の浸水しない高台等に

避難していただく人数など、以下の調査をおこな

い、今後の避難計画に反映していきます。 

〇 水害が迫ったときに、どこに避難するかの意向 

を調査します。 

〇  水害時に避難先として活用できる施設や、垂直避 

難（ 建物で浸水しない上層階のフロア等に避難 ）  

に可能な人数を調査します。 

 

 

３ 国や都に取り組んでほしい課題 

〇  区民等が氾濫までに安全な場所に避難できる時間（リードタイム）を、少しでも長

く確保するための検討をお願いしました。 

〇  区民等に災害が逼迫している状況を直ちに理解していただくため、国レベルからい

わば「緊急事態宣言」を発令できる制度の構築を依頼しました。 

 

【問合せ先】 
危機管理室避難対策担当課長 菅野

す が の

 和幸 電話（３８８０）５７０７ 
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太田国土交通大臣との意見交換会 
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平成２５年５月に、「マイナンバー法」が公布され 

ました。平成２７年１０月以降、全国一斉にすべての 

方に個人番号「マイナンバー」が通知される予定です。 

足立区でも、マイナンバー制度の導入に向けて対応 

していきます。 

 

 

１ マイナンバー（個人番号）とは？ 

○住民票を持つすべての方（外国籍の方も含みます） 

一人ひとりに付番される１２ケタの番号です。 

○原則として、一度指定されたマイナンバーは変わりません。 

○社会保障、税、災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使えま

せん。 

●個人番号カード交付 今後の主なスケジュール（予定） 

平成２７年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人番号通知カードの送付 

地方公共団体情報システム機構（J-LIS） 

・個人番号の通知（紙のカード） 

・個人番号カードの申請書  

     世帯ごとに簡易書留で通知 
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マイナンバーキャラクター 

マイナちゃん 

あだち広報 

9月25日号で 

お知らせ 

足立区 

マイナンバー対応 

コールセンター開設 

 

10/1～ 

１０月以降 

通知カードや個人番号 
カード交付申請について 

ご案内 

４ 

J-LIS 

足立区 

区 民 

カード 

申請書 

＋ 

個人番号カードが 

必要な方はJ-LISへ 

申請 



 
２ 推進体制の整備 

６月１５日付で新たに担当課長を設置し、マイナンバーカードの推進体制を強

化しました。 

 

３ 足立区特定個人情報保護条例の制定 
安心してマイナンバーを活用していくために、マイナンバーの利用範囲につい

て厳格な制限を設けた新たな条例を、第二回定例会で制定します。 

  【主な内容】 

・番号法の規定に即した、目的外利用、提供を制限する 

・任意代理人による開示請求、訂正請求、利用停止請求を認める 

   ・特定個人情報へのアクセス記録である「情報提供等記録」については、利用

停止請求を認めない 

   ・訂正については、総務大臣及び情報照会者又は情報提供者に対し通知する 

 

 
４ 個人情報の取り扱いに関するセキュリティ監査の実施 

個人情報の取り扱いについて、専門の監査法人に委託して、第三者による客観

的な監査を行う準備をすすめています。 

 

 

 

平成２８年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人番号カードの交付 

５ 

（J-LIS） 

個人番号カード作成 

受け取り場所  

1月～ 足立区役所（別館）・北千住 

4月～ 東綾瀬・西新井 

6月～ 舎人・花畑 
J-LISから 

足立区へカード送付 

１月以降 個人番号カード 
・発行手数料無料 

・顔写真・ICチップあり、身分

証明書・電子証明書として利

用可能 

【個人番号カード（見本）】 

申請受付 

区が委託した 
予約センター 
（区役所別館）へ 
電話などで予約 

受け取りの 
予約方法・場所など
を郵送でご案内 

 

本人確認の上 
個人番号通知 
カードと交換 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

個人番号通知カードの利用に関すること 

 区民部戸籍住民課長   濱田 良光  電話（３８８０）５７２３ 

個人番号カード交付に関すること 

 区民部個人番号カード交付担当課長 

             坂田 光穂  電話（３８８０）５６９８ 

足立区特定個人保護条例・セキュリティ監査に関すること 

 広報室区政情報課長   三品 貞治  電話（３８８０）５８３０ 

 

 

 

 

 

６ 

 内閣府コールセンター ０５７０－２０－０１７８  
平日 午前９時３０分～午後５時３０分（土日祝日・年末年始を除く） 
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区は、刑法犯認知件数年間６千件台まで減少させることを目標に、ビューティフル・

ウィンドウズ運動を、区民、区内４警察署と連携して総ぐるみで展開しています。 

平成２７年１月から４月末までの刑法犯認知件数は、前年同月と比べて、マイナス

９４件と減少しました。しかし、そのうちの自転車盗難被害は、前年同月比プラス 

１４０件と大幅に増加しています。 

増加傾向をなんとしても食い止めるため、地域、事業者、学生などの皆さんと連携

し、区を挙げて「自転車盗緊急対策」を実施します。 

 

 

 

足立区の刑法犯認知件数に占める自転車盗の割合は約４割、その被害の      

約５割がご自宅（マンション・アパートを含む）の敷地内、また、自転車盗被害の
約６割が鍵をかけていません。覚えてください「自転車盗対策のキーワード     
４・５・６」 
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全刑法犯 自転車

足立区における自転車盗難の現状 

キーワードは ４
よん

・５
ご

・６
ろく

 

割合（％） 27.5 26.2 33.0 29.6 27.6 30.3 28.0 30.8 38.1 

刑法犯認知件数（各年４月末） 自転車盗の 

割合が約４割に！ 

全体件数は減少しているが、自転車盗は増加 
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ミッション① 

自転車盗対策の基本である「駅前対策」を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【自転車盗多発地域の重点対策を実施します。】 

○ 発生ピーク時間帯である「昼 12時～13時、夕方 18時～19時、夜間 0時～   

1時」の時間帯に、委託の青パト(４台)、青バイ(４台)、徒歩(４組×２名)

によるパトロールを、多発地域で集中的に稼動します。 

 

 

 

 

○ 当初期間は6/1～8/31の3か月間とし、対策の効果を検証します。 

○ その他の強化策 

・自転車盗多発地域にカギかけの啓発看板を設置 

・無施錠自転車へのカギかけ荷札の取り付け 

・商店街放送設備を活用した広報啓発 
 

継続は力なり！ 

引き続き駅前対策を強化して、自転車盗の減少を目指します。 

   
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 

青パト 
 
                 

青バイ 
 
                 

徒歩パト 
 
                 

ワースト１ ワースト３（六町駅） ワースト１ ワースト１（綾瀬駅） 

ワースト１ ワースト２（竹ノ塚駅） 

自転車盗発生密度図（１月から４月末） 

８ 



ミッション② 

約５割を占める「敷地内の自転車盗対策」を強化します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自転車盗対策は「やっぱりカギかけ！」】 

○ 自転車盗難被害が多発する

夏休の前に、高校生や中学生

に対して、自転車のカギかけ

励行のちらしの配布や啓発

活動を実施。 

○ ご存知の「愛錠ロック、がっ

ちりロック、自転車盗難なく

し隊」などの各種キャンペー

ンやイベント等で、区民の皆

さんに直接、自転車盗難防止

を呼びかけます。 

○ 区内の協力団体に対し、施錠

の呼びかけを依頼します。 

○ 自転車業者（自転車商協同組合、自転車販売店等）に対して、鍵掛けの励行を呼

びかけるちらしの配布を依頼します。 

 

新たな視点で対策を強化！ 

気が緩んでしまう「自宅駐輪」の対策を始めます。 
 

 

施錠有

342件
39%

施錠無

541件

61%

施錠の有無 被害場所 

一戸建て 
住宅等 
47％ 

駐輪場・ 
道路上 
53％ 

 相変わらず 
約６割 

 まさかの 
約５割 

９ 

敷地内自転車イメージ 

こんな場所でも盗難されています！ 



そして、社会実験を継続実施し、ミッション①、②の相乗  

効果を高めます。 
 

 

区営駐輪場利用者を対象に、「ＩＣタグによる自転車盗

難防止システム事業」を導入した民間事業者による社会

実験を今年の３月から行っていますが、６月１５日  

現在、ＩＣタグの装着車両は約５００台で被害状況は 

ありません。 

実験効果向上のため、６月中に、「ＩＣタグ実験中」

と表記するタグに切り換えていきます。 

 

 

目指せ5,000人！ 

社会実験の制度を最大限活用し、自転車盗の減少を図ります。 

 

 

【問合せ先】 

危機管理室 危機管理課 山上 嘉人 電話（３８８０）５９１０ 
 

自転車盗難防止ナビシステム（ＩＣタグ）の社会実験の進捗状況の確認と促進 

【実験内容】 

自転車にＩＣタグを装着し、駐輪場での入出庫記録と通過記録等を管理

する。自転車の盗難防止及び盗難抑止に役立てる。 

【募集対象者】 

区内自転車駐車場６ヶ所箇所（竹の塚西・竹の塚東・西新井・五反野北・

関屋・千住大橋）の利用者のうち約５千人 

【実験期間】 

平成２７年３月中旬から約１年間 

社会実験の概要 
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地下鉄８号線（有楽町線）の延伸については、平成１２年の国の答申で豊洲か

ら野田市までの区間が、２７年までに整備着手することが適当である路線として

位置づけられています。 

足立区ではこれまでも、早期実現に向け国 

に要請活動を行うなど、様々な取り組みを行っ 

てまいりました。現在、延伸について国の交 

通政策審議会答申へ明確に位置づけられるよ 

う、沿線３連合町会等が中心となって、地下 

鉄８号線の区内延伸（亀有～八潮）を求める 

署名活動を実施しています。 

 

○ 署名活動団体 

第１８地区町会自治会連絡協議会 

佐野町会・自治会連絡協議会 

神明地域町会自治会連合会 

六木団地商店街振興組合ほか、 

沿線商店街 

○ 署名活動期間 

６月から８月まで 

○ 署名活動後のスケジュール（予定） 

（１）足立区地下鉄８号線整備促進大会 

平成２７年９月５日（土） 

１０時３０分から 中川小学校 

（２）要請活動：１０月 地域の代表ととも 

に国土交通大臣へ署名を提出 

 

 

 

 

 
 
 

平成２７年度末（想定） 

交通政策審議会 答申 

国への要請活動 

目標３万筆超え！(前回(H9)2万7千筆) 

定 例 記 者 会 見 資 料 

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ７ 日 

鉄道立体推進室 鉄道関連事業担当課 

会田課長（３８８０）５９３７ 

地下鉄８号線（有楽町線）の区内延伸実現へ 

地元の熱い思いを伝える署名活動開始！ 

促進大会 

国の答申が出るのは１５年に一度。 

平成２７年度中に答申が出される予定

で、八潮・亀有間の区内延伸を明確に位

置づけるには、今年がまさに正念場！！ 
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８号線区内延伸の効果 

 
 

 

    

 

◆交通の利便性が各段に向上  

足立区北東部の鉄道駅から離れている地域に８号線が通る計画となって 

おり、新駅の設置によって、鉄道駅までのアクセスが大幅に改善します。 

◆多様なルートの確保 

区内の鉄道路線の多くは北千住駅に集中していますが、災害や輸送障害 

などの発生時に、８号線はこれら既存路線の代替機能を果たします。 
 
 
 
 

 

○各種イベントでの署名活動やＰＲ活動も活発に実施します。 

 

 

 

 

今年の「しょうぶまつり」でもたくさんの署名をいただきました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のぼり旗          定期券を模したティッシュとチラシ 
 
【問合せ先】 

鉄道立体推進室鉄道関連事業担当課 会田 康之   電話（３８８０）５９３７ 
 

その他にも 
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